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第
二
十
回
日
蓮
宗
北
陸
教
区
教
化
研
究
会
議
（
平
成
十
五
年
十
一
月
十
九
日
）
資
料

第
二
部
会
（
新
潟
ブ
ロ
ッ
ク
）

「
現
代
に
於
け
る
葬
儀
の
有
り
方
に
つ
い
て
」

（
座

長
）

豊

田

通

則

（
助

言

者
）

牛

込

覚

心

（
発

題

者
）

渡

辺

泰

賢

（
ま
と
め
報
告
）

生

川

義

淳

（
記

録
）

中

村

義

昭

「
平
成
の
大
不
況
」「
政
治
不
信
」「
凶
悪
外
様
犯
罪
」
等
で
激
動
の
二
十
一
世
紀
の
幕
を
開
け
た
今
日
、
我
が
日
蓮
宗
は
「
立
教
開
宗
七

五
〇
年
」
を
迎
え
ま
し
た
。
し
か
し

檀
信
徒
の
寺
院
離
れ

信
仰
の
無
関
心

等
で
葬
儀
の
時
だ
け
寺
院
（
僧
侶
）
を
利
用
す
る
、

い
わ
ゆ
る

葬
式
仏
教

な
る
形
に
な
り
つ
つ
あ
る
の
は
、
我
が
宗
門
の
み
な
ら
ず
、
各
宗
派
仏
教
全
体
が
か
か
え
る
問
題
と
い
う
事
で

す
。
現
実
問
題
「
葬
儀
」
が
活
動
面
、
収
入
面
の
ほ
と
ん
ど
を
占
め
て
い
る
の
が
各
寺
院
の
現
状
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
「
葬

儀
」
の
主
導
権
が
寺
院
か
ら
「
葬
儀
社
」
に
移
り
つ
つ
あ
る
の
で
は
、
と
い
う
問
題
を
今
回
の
議
題
と
し
て
取
り
上
げ
て
み
ま
し
た
。
そ

こ
で
「
葬
儀
」
に
か
か
わ
る
「
寺
院
」「
檀
信
徒
」「
葬
儀
社
」
の
各
役
割
、
問
題
点
、
課
題
等
を
討
議
、
考
察
し
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま

す
。
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１
、
現
在
の
葬
儀
様
式

・
各
地
区
の
葬
儀

以
前
は
、
自
宅
葬
が
ほ
と
ん
ど
で
し
た
が
、
約
二
十
数
年
前
頃
か
ら
会
館
葬
が
主
流
と
な
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
核
家
族
化
、
住

宅
事
情
、
時
代
の
流
れ
に
よ
る
環
境
変
化
（
近
所
、
親
戚
、
隣
組
付
き
合
い
等
の
希
薄
化
）、
準
備
・
後
片
付
け
等
が
面
倒
（
冷
暖
房
完

備
、
イ
ス
席
で
正
座
し
な
く
て
よ
い
）、
な
ど
の
理
由
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
後
で
も
述
べ
ま
す
が
、
花
輪
・
祭
壇
の
準
備
、
火
葬
場
の
手

配
等
の
補
助
的
な
役
割
だ
っ
た
葬
儀
社
が
会
場
、
料
理
等
、
葬
儀
金
全
て
の
内
容
を
セ
レ
モ
ニ
ー
化
し
、
葬
儀
産
業
を
確
立
し
た
為
で

す
。
そ
の
結
果
、
葬
儀
の
内
容
・
時
間
等
、
会
場
の
都
合
で
簡
略
化
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
。

・
各
地
区
の
寺
院
の
葬
儀
収
入
｜
相
場

我
が
地
区
で
は
、
導
師
、
脇
僧
二
名
で
の
葬
儀
が
平
均
的
で
す
。
御
布
施
の
額
は
、
枕
経
、
納
棺
、
通
夜
、
葬
儀
、
告
別
式
、
三
十
五

日
（
初
七
日
の
場
合
も
あ
り
）、
棺
覆
料
、
車
代
等
あ
わ
せ
て
約
二
十

四
十
万
円
位
が
相
場
と
な
っ
て
い
ま
す
。
※
法
号
（
戒
名
料
）

は
、
居
士
・
大
姉
な
ど
特
別
な
法
号
以
外
は
、
頂
い
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。

全
国
的
に
見
れ
ば
、
こ
の
我
々
の
平
均
よ
り
少
な
い
と
こ
ろ
も
あ
れ
ば
、
四
、
五
百
万
以
上
（
戒
名
料
を
含
む
）
の
と
こ
ろ
も
あ
る
様

で
す
。
墓
地
の
価
格
も
し
か
り
、
数
万
円
規
模
の
と
こ
ろ
か
ら
百
万
以
上
で
も
場
所
す
ら
難
し
い
と
こ
ろ
ま
で
様
々
あ
り
ま
す
。

２
、
寺
院
、
葬
儀
社
と
の
関
係

・
寺
院
側
か
ら
見
た
葬
儀
社
へ
の
意
見

前
の
項
で
も
述
べ
ま
し
た
が
、
通
夜
葬
儀
の
開
始
時
間
、
そ
れ
に
合
わ
せ
た
式
の
内
容
、
時
間
、
出
棺
後
の
流
れ
等
、
最
近
は
会
館
側
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の
都
合
に
合
わ
せ
て
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
葬
儀
社
の
中
に
は
、
遺
族
か
ら
寺
院
へ
の
御
布
施
の
額
を
相

談
さ
れ
た
場
合
に
、
参
考
額
を
記
し
た
プ
リ
ン
ト
を
配
付
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。（
図
参
照
）

（
例
）
新
潟
市
郊
外
の
市
町
村
の
例

葬

儀
（
告
別
式
及
び
三
十
五
日
迄
）

導

師
御
布
施

五
萬
円

十
萬
円

位

御
佛
前

〃

〃

位

棺
覆
料

一
萬
円

二
萬
円

位

役
僧

×

人
数

御
布
施

三
萬
円

五
萬
円

位

本
来
で
あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
寺
院
側
と
の
相
談
が
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
事
項
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
ま
し
て
葬
儀
社
が
金
額

例
ま
で
示
す
と
い
う
の
は
、
い
か
が
な
も
の
で
し
ょ
う
か
（
こ
の
葬
儀
社
の
利
用
者
案
内
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
「
寺
院
へ
の
布
施
、
費
用
」

と
い
う
項
目
に
、
イ
ラ
ス
ト
付
き
で
「
菩
提
寺
住
職
さ
ん
に
ご
相
談
し
て
下
さ
い
」
と
示
し
て
あ
り
ま
す
）。
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３
、
寺
院
、
檀
家
、
葬
儀
社
の
関
係

・
檀
家
（
遺
族
）
側
か
ら
見
た
葬
儀
費
用

遺
族
が
会
館
を
利
用
し
た
場
合
の
費
用
は
だ
い
た
い
次
の
通
り
で
す
。

祭

壇

三
十

百
万
円

平
均
六
十
万
円
（
会
場
使
用
料
含
む
場
合
と
別
に
取
る
場
合
が
あ
り
）

霊
柩
車

三

四
万
円

棺

三

十
万
円

平
均
五
、
六
万
円

お

斉

一
人
八
千

一
万
二
千
円

平
均
九
千
円

お
斉
参
加
者
へ
の
お
返
し

五
千

六
千
円

通
夜
参
加
者
へ
の
お
返
し

平
均
二
千
円

そ
の
他

（
自
宅
葬
の
場
合
は
、
当
然
こ
れ
よ
り
も
安
く
な
り
ま
す
）

そ
の
他
に
遺
族
は
、
寺
院

初
七
日
・
四
十
九
日
法
要
費
、
新
檀
家
に
な
る
と
、
仏
壇
・
墓
地
墓
石
代
等
の
出
費
が
あ
り
ま
す
。

現
代
の
風
潮
と
し
て
、
葬
儀
費
用
は
容
認
さ
れ
る
が
、
寺
院
へ
の
布
施
は
高
い
と
と
ら
え
る
人
が
多
い
様
に
思
わ
れ
ま
す
（
信
仰
心
の

希
薄
、
寺
院
・
信
仰
離
れ
）。

ま
た
近
年
、
葬
儀
を
一

二
僧
で
取
り
行
う
檀
信
徒
も
増
え
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
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・
葬
儀
社
の
業
務
内
容
の
充
実
拡
大

は
じ
め
の
前
書
き
、
前
項
「
二
」
で
述
べ
た
こ
と
で
す
が
「
現
在
の
葬
儀
の
内
容
、
告
別
式
の
流
れ
」
が
、
寺
院
側
主
導
と
い
う
よ
り

も
、
葬
儀
社
主
導
の
形
で
流
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
時
代
の
流
れ
に
乗
り
、
葬
儀
社
側
が
そ
の
時
代
に
あ
っ
た
業
務
内
容
充
実
拡
大

し
て
き
た
為
で
す
。

以
前
、
自
宅
葬
主
流
の
時
は
、
各
地
区
で
共
同
の
祭
壇
が
あ
っ
た
り
、
通
夜
葬
儀
・
告
別
式
の
準
備
、
手
伝
い
等
も
親
戚
・
近
所
の
方

（
町
内
会
、
隣
組
）
が
協
力
し
て
や
っ
て
く
れ
て
い
ま
し
た
。

最
近
は
、
そ
の
よ
う
な
付
き
合
い
も
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
時
代
と
な
っ
て
き
ま
し
た
。
ま
し
て
や
、
近
い
親
戚
に
あ
た
る
人
で
さ
え

「
仕
事
が
あ
る
の
で
」「
住
所
が
遠
い
の
で
」
と
の
理
由
で
、
参
列
し
て
も
す
ぐ
帰
っ
て
い
っ
て
し
ま
い
ま
す
。（
葬
儀
・
告
別
式
の
翌

日
、
初
七
日
を
や
ら
な
い
家
の
ほ
と
ん
ど
の
理
由
が
面
倒
と
の
思
い
も
あ
り
）
冠
婚
葬
祭
は
、
日
常
生
活
の
中
で
重
要
な
（
は
ず
せ
な

い
）
日
だ
、
と
い
う
意
味
が
、
最
近
は
あ
ま
り
重
要
に
と
ら
わ
れ
て
い
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
様
な
気
が
し
ま
す
。

４
、
今
後
の
寺
院
の
あ
り
方
を
考
え
る

・
二
十
一
世
紀
の
寺
院
運
営

以
上
の
事
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
今
後
の
寺
院
運
営
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

葬
儀
社
側
主
導
で
は
な
く
、
寺
院
側
主
導
に
。

葬
儀
費
用
、
布
施
、
法
号
（
戒
名
）
に
地
域
格
差
を
な
く
す
。

（
高
す
ぎ
ず
、
少
な
す
ぎ
ず
、
平
均
的
に
）
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檀
信
徒
（
檀
家
）
と
の
良
い
付
き
合
い
｜
信
仰
心
の
向
上
、
寺
院
葬
等
、
寺
院
の
開
放
｜
身
近
な
関
係

に
つ
い
て
は
、
悪
い
意
味
で
は
な
く
良
い
意
味
で

寺
院
側
主
導

に
な
っ
て
ほ
し
い
も
の
で
す
（
関
東
地
区
等
で
は
、
寺
院
・
宗

門
で
経
営
す
る
葬
儀
社
も
あ
り
ま
す
）。

我
々
寺
院
側
か
ら
す
れ
ば
「
葬
儀
社
の
お
か
げ
で
大
変
良
い
有
意
義
な
葬
儀
を
行
う
こ
と
が
出
来
た
」
と
思
え
る
様
に
な
れ
ば
良

い
と
思
い
ま
す
。

※

余
談
で
す
が
、
あ
る
葬
儀
会
館
の
よ
う
に
、
通
夜
に
行
き
ま
す
よ
と
駐
車
場
（
ポ
ー
ル
を
持
っ
た
係
員
三

四
人
付
）
で
毎
回
の

よ
う
に
駐
車
ス
ペ
ー
ス
が
な
い
、
と
言
わ
れ
（
三
十
台
位
の
ス
ペ
ー
ス
付
）、
離
れ
た
場
所
へ
回
さ
れ
る
、
な
ど
と
い
う
事
は
も
う

さ
れ
た
く
あ
り
ま
せ
ん
。
五
回
の
う
ち
、
三
回
以
上
は
こ
ん
な
状
況
で
す
。
大
雨
の
時
な
ど
は
、
泥
の
あ
る
砂
利
の
と
こ
ろ
へ
回
さ

れ
ま
す
。
会
館
の
人
間
に
そ
の
た
び
注
意
し
て
も
、
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
何
も
改
善
さ
れ
ま
せ
ん
。

葬
儀
社
が
セ
レ
モ
ニ
ー
化
し
、
葬
儀
産
業
を
確
立
し
た
様
に
、
我
が
寺
院
側
も
何
か
良
い
策
を
考
え
ね
ば
、
と
思
い
ま
す
が

…
…
。

に
つ
い
て
は
、
布
施
、
法
号
等
の
高
い
地
域
・
寺
院
と
、
そ
う
で
な
い
（
檀
家
が
少
な
い
、
布
施
が
少
な
い
）
地
域
・
寺
院
と
の
格

差
が
少
し
で
も
縮
ま
れ
ば
、
と
い
う
問
題
で
す
。
こ
こ
に
墓
地
問
題
も
加
わ
り
ま
す
。

そ
の
結
果
、

の
檀
信
徒
（
檀
家
）
と
の
良
い
付
き
合
い
に
も
少
な
か
ら
ず
影
響
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
あ
と
、
礼
参
り
、
墓
参

り
以
外
の
寺
院
使
用
（
会
合
、
行
事
、
葬
儀
等
で
本
堂
・
庫
裏
を
使
用
）
を
行
い
、
寺
院
施
設
の
開
放
を
行
っ
た
ほ
う
が
良
い
と
思

い
ま
す
。「
面
倒
く
さ
い
」「
掃
除
、
片
付
け
が
大
変
」
等
の
意
見
を
聞
く
の
で
す
が
、
本
来
、
本
堂
・
庫
裏
と
い
う
の
は
自
分
（
各

僧
）
と
そ
の
家
族
の
も
の
（
家
）
で
は
な
く
、
檀
信
徒
、
各
檀
家
の
も
の
で
あ
る
、
と
改
め
て
自
覚
す
る
こ
と
が
大
切
だ
と
思
い
ま

す
。
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以
前
は
、
近
所
・
檀
家
の
集
う
場
所
、
悩
み
事
の
相
談
等
、
地
域
の
ま
と
め
的
、
役
所
的
な
役
割
を
兼
ね
備
え
て
い
た
寺
院
で
し

た
。
核
家
族
化
、
少
子
化
、
近
所
・
親
戚
付
き
合
い
の
減
少
と
い
っ
た
現
代
に
、
少
し
で
も
人
々
と
の
付
き
合
い
、
ふ
れ
あ
い
の
場

が
増
え
て
い
け
ば
良
い
関
係
に
な
る
の
で
は
、
と
思
い
ま
す
。


